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扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例について 

 

 

 

 

扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を別紙のとおり改正する。 

 

 

 

 

      令和 ８ 年 ６ 月 １ 日提出 

 

       愛知県丹羽郡扶桑町長 鯖 瀬   武 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６１号）及び児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生

省令第６３号）の一部改正に伴い、条例を改正する必要があるので提案しま

す。 



- 2 - 

扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例 

 

扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 

２６年扶桑町条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「事項」の次に「（法第６条の３第１０項第３号に掲げる 

事業（以下「満３歳以上限定小規模保育事業」という。）を行う事業者（以下

「満３歳以上限定小規模保育事業者」という。）にあっては、第１号及び第２

号に掲げる事項）」を加え、同項第３号中「家庭的保育事業者等」の次に

「（満３歳以上限定小規模保育事業者を除く。第６項及び第７項において同

じ。）」を加え、同条第７項「（入所定員が２０人以上のものに限る。）」の

次に「又は満３歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加える。 

第１８条第６号中「利用定員」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業者  

にあっては、満３歳以上の幼児の利用定員）」を加える。 

第２７条中「Ｂ型」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」  

を、「Ｃ型」の次に「（満３歳以上限定小規模保育事業を除く。）」を加える。 

第２９条第２項第４号中「第６条の３第１０項第２号」の次に「又は第３号」 

を加え、同条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ａ型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員（学校

教育法（昭和２２年法律第２６号）の規定による大学（短期大学を除く。）

もしくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相

当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有

するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。）又は

障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指

導を行う業務に５年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、か

つ、子育てに関する知識及び経験を有する者（以下「特定理学療法士等」と

いう。）を、１人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定

理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所Ａ型の保育士

（愛知県が認定地方公共団体である場合には、保育士又は愛知県の区域に係

る地域限定保育士をいう。次項において同じ。）による支援を受けることが

できる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行 



- 3 - 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行 

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所Ａ

型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）による支

援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第３１条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所

Ｂ型に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすことがで

きる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規

模保育事業所Ｂ型の保育士（愛知県が認定地方公共団体である場合には、保

育士又は愛知県の区域に係る地域限定保育士をいう。次項において同じ。）

による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模保育事業所

Ｂ型の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。）によ

る支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第３５条中「第６条の３第１０項」の次に「第１号」を加える。 

第４４条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内

保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当

該保育所型事業所内保育事業所の保育士（愛知県が認定地方公共団体である

場合には、保育士又は愛知県の区域に係る地域限定保育士をいう。次項にお

いて同じ。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならな

い。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該保育所型事業所内

保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第４７条に次の２項を加える。 

４ 第２項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内

保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、１人に限り、保育士とみなすこ

とができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当

該小規模型事業所内保育事業所の保育士（愛知県が認定地方公共団体である 
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 該小規模型事業所内保育事業所の保育士（愛知県が認定地方公共団体である 

場合には、保育士又は愛知県の区域に係る地域限定保育士をいう。次項にお  

いて同じ。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならな

い。 

５ 前２項の規定により看護師等及び特定理学療法士等のいずれもが保育を行

う場合には、当該看護師等が保育を行うに当たって、当該小規模型事業所内

保育事業所の保育士（前項ただし書の規定による支援を行う保育士を除

く。）による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 

第４８条中「と、同条第４号中「次号」とあるのは「第４８条において準 

用する第２８条第５号」」を削る。 

附則第３条中「家庭的保育事業者等（」の次に「満３歳以上限定小規模保 

育事業者及び」を加える。 

 

附 則 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

第２条 扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部を改正する条例（令和６年扶桑町条例第２１号）の一部を次のように

改正する。 

  附則第２項中、「当分の間」を「令和１０年３月３１日までの間」に改め、

「改正後の扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例」の次に「（次項において「家庭的保育事業等基準条例」という。）」  

を加え、「第４７条第２項の規定」の次に「（満３歳以上満４歳に満たない 

児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分に限 

る。）」を加え、同項に次の項を加える。 

 

 ３ 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼす

おそれがあるときは、当分の間、家庭的保育事業等基準条例第２９条第２

項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定（満４歳

以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する部分

に限る。）は、適用しない。この場合において、この条例による改正前の

扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例第２９

条第２項、第３１条第２項、第４４条第２項及び第４７条第２項の規定

（満４歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関 
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（満４歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関 

する部分に限る。）は、この条例の施行の日以後においても、なおその効力 

を有する。  
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扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改 

正新旧対照表 

新 旧 

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪 

問型保育事業を行う者（以下「居宅 

訪問型保育事業者」という。）を除 

く。以下この条、第７条第１項、第 

１４条第１項及び第２項、第１５条 

第１項、第２項及び第５項、第１６ 

条並びに第１７条第１項から第３項 

までにおいて同じ。）は、利用乳幼 

児に対する保育が適正かつ確実に行 

われ、及び家庭的保育事業者等によ 

る保育の提供の終了後も満３歳以上 

の児童に対して必要な教育（教育基 

本法（平成１８年法律第１２０号） 

第６条第１項に規定する法律に定め 

る学校において行われる教育をい 

う。以下この条において同じ。）又 

は保育が継続的に提供されるよう、 

次に掲げる事項（法第６条の３第１ 

０項第３号に掲げる事業（以下「満 

３歳以上限定小規模保育事業」とい 

う。）を行う事業者（以下「満３歳

以上限定小規模保育事業者」とい

う。）にあっては、第１号及び第２

号に掲げる事項）に係る連携協力を

行う保育所、幼稚園又は認定こども

園（以下「連携施設」という。）を

適切に確保しなければならない。た

だし、連携施設の確保が著しく困難

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪 

問型保育事業を行う者（以下「居宅 

訪問型保育事業者」という。）を除 

く。以下この条、第７条第１項、第 

１４条第１項及び第２項、第１５条 

第１項、第２項及び第５項、第１６ 

条並びに第１７条第１項から第３項 

までにおいて同じ。）は、利用乳幼 

児に対する保育が適正かつ確実に行 

われ、及び家庭的保育事業者等によ 

る保育の提供の終了後も満３歳以上 

の児童に対して必要な教育（教育基 

本法（平成１８年法律第１２０号） 

第６条第１項に規定する法律に定め 

る学校において行われる教育をい 

う。以下この条において同じ。）又 

は保育が継続的に提供されるよう、 

次に掲げる事項に係る連携協力を行

う保育所、幼稚園又は認定こども園

（以下「連携施設」という。）を適

切に確保しなければならない。ただ

し、連携施設の確保が著しく困難で

あると町が認める地域において家庭 

的保育事業等（居宅訪問型保育事業 

を除く。第１６条第２項第３号にお 

いて同じ。）を行う家庭的保育事業 

者等については、この限りでない。 
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新 旧 

であると町が認める地域において家

庭的保育事業等（居宅訪問型保育事 

業を除く。第１６条第２項第３号に 

おいて同じ。）を行う家庭的保育事 

業者等については、この限りでな 

い。 

(1)・(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等（満３ 

歳以上限定小規模保育事業者を除 

 く。第６項及び第７項において同 

じ。）により保育の提供を受けて 

 いた利用乳幼児（事業所内保育事 

 業（法第６条の３第１２項に規定 

 する事業所内保育事業をいう。以 

 下同じ。）の利用乳幼児にあって 

は、第４２条に規定するその他の 

 乳児又は幼児に限る。以下この号 

及び第６項第１号において同 

じ。）を、当該保育の提供の終了 

に際して、当該利用乳幼児に係る 

保護者の希望に基づき、引き続き 

 当該連携施設において受け入れて 

 教育又は保育を提供すること。 

２～６ （略） 

７ 前項（第２号に該当する場合に限 

る。）の場合において、家庭的保育 

事業者等は、法第５９条第１項の規 

定する施設のうち次に掲げるもの 

（入所定員が２０人以上のものに限 

る。）又は満３歳以上限定小規模保 

育事業を行う事業所であって、町長 

 

 

 

 

(1)・(2) （略） 

(3) 当該家庭的保育事業者等により 

保育の提供を受けていた利用乳幼 

児（事業所内保育事業（法第６条 

の３第１２項に規定する事業所内 

保育事業をいう。以下同じ。）の 

利用乳幼児にあっては、第４２条 

に規定するその他の乳児又は幼児 

に限る。以下この号及び第６項第 

１号において同じ。）を、当該保 

育の提供の終了に際して、当該利

用乳幼児に係る保護者の希望に基

づき、引き続き当該連携施設にお

いて受け入れて教育又は保育を提

供すること。 

 

 

２～６ （略） 

７ 前項（第２号に該当する場合に限 

る。）の場合において、家庭的保育 

事業者等は、法第５９条第１項の規 

定する施設のうち次に掲げるもの 

（入所定員が２０人以上のものに限 

る。）であって、町長が適当と認め 

るものを第１項第３号に掲げる事項 
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新 旧 

が適当と認めるものを第１項第３号 

に掲げる事項に係る連携協力を行う 

施設として適切に確保しなければな 

らない。 

(1)・(2) （略） 

  

に係る連携協力を行う施設として適

切に確保しなければならない。 

 

 

(1)・(2) （略） 

  

（家庭的保育事業所等内部の規程） （家庭的保育事業所等内部の規程） 

第１８条 家庭的保育事業者等は、次 

 の各号に掲げる事業の運営について 

 の重要事項に関する規程を定めてお 

 かなければならない。 

 (1)～(5) （略） 

 (6) 乳児、幼児の区分ごとの利用定 

  員（満３歳以上限定小規模保育事 

  業者にあっては、満３歳以上の幼 

  児の利用定員） 

 (7)～(11) （略） 

 

第１８条 家庭的保育事業者等は、次 

 の各号に掲げる事業の運営について 

 の重要事項に関する規程を定めてお 

 かなければならない。 

 (1)～(5) （略） 

(6) 乳児、幼児の区分ごとの利用定 

  員 

 

 

 (7)～(11) （略） 

 

（小規模保育事業の区分） （小規模保育事業の区分） 

第２７条 小規模保育事業は、小規模 

 保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型 

 （満３歳以上限定小規模保育事業を 

 除く。）及び小規模保育事業Ｃ型（ 

 満３歳以上限定小規模保育事業を除 

 く。）とする。 

 

第２７条 小規模保育事業は、小規模 

 保育事業Ａ型、小規模保育事業Ｂ型 

 及び小規模保育事業Ｃ型とする。 

 

 

 

 

（職員） 

第２９条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる 

 区分に応じ、当該各号に定める数の 

 合計数に１を加えた数以上とする。 

（職員） 

第２９条 （略） 

２ 保育士の数は、次の各号に掲げる 

 区分に応じ、当該各号に定める数の 

 合計数に１を加えた数以上とする。 
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新 旧 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 満３歳以上満４歳に満たない児 

  童 おおむね１５人につき１人 

  （法第６条の３第１０項第２号又 

は第３号の規定に基づき受け入れ 

  る場合に限る。次号において同 

  じ。） 

 (5) （略） 

３ （略） 

４ 第２項に規定する保育士の数の算 

 定に当たっては、当該小規模保育事 

 業所Ａ型に勤務する理学療法士、作 

業療法士、言語聴覚士、心理担当職 

 員（学校教育法（昭和２２年法律第 

 ２６号）の規定による大学（短期大 

 学を除く。）もしくは大学院におい 

 て、心理学を専修する学科、研究科 

若しくはこれに相当する課程を修め 

 て卒業した者であって、個人及び集 

団心理療法の技術を有するもの又は 

 これと同等以上の能力を有すると認 

 められる者をいう。）又は障害児の 

 療育に関する知識及び経験を有する 

 者であって、障害児の療育の指導を 

行う業務に５年以上従事した経験を 

 有するもののいずれかに該当し、か 

 つ、子育てに関する知識及び経験を 

 有する者（以下「特定理学療法士 

 等」という。）を、１人に限り、保 

 育士とみなすことができる。ただ 

 し、当該特定理学療法士等が保育を 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 満３歳以上満４歳に満たない児 

  童 おおむね１５人につき１人 

  （法第６条の３第１０項第２号の 

規定に基づき受け入れる場合に限 

る。次号において同じ。） 

 

 (5) （略） 

３ （略） 
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 行うに当たっては、当該小規模保育 

 事業所Ａ型の保育士（愛知県が認定 

地方公共団体である場合には、保育 

士又は愛知県の区域に係る地域限定 

保育士をいう。次項において同

じ。）による支援を受けることがで 

 きる体制を確保しなければならな 

い。 

５ 前２項の規定により看護師等及び 

 特定理学療法士等のいずれもが保育 

 を行う場合には、当該看護師等が保 

 育を行うに当たって、当該小規模保 

 育事業所Ａ型の保育士（前項ただし 

 書の規定による支援を行う保育士を 

 除く。）による支援を受けることが 

 できる体制を確保しなければならな 

 い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職員） （職員） 

第３１条 （略） 

２～３ （略） 

４ 第２項に規定する保育士の数の算 

 定に当たっては、当該小規模保育事 

 業所Ｂ型に勤務する特定理学療法士 

 等を、１人に限り、保育士とみなす 

 ことができる。ただし、当該特定理 

 学療法士等が保育を行うに当たって 

 は、当該小規模保育事業所Ｂ型の保 

育士（愛知県が認定地方公共団体で 

 ある場合には、保育士又は愛知県の 

区域に係る地域限定保育士をいう。 

第３１条 （略） 

２～３ （略） 
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 次項において同じ。）による支援を 

 受けることができる体制を確保しな 

ければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び 

 特定理学療法士等のいずれもが保育 

 を行う場合には、当該看護師等が保 

 育を行うに当たって、当該小規模保 

 育事業所Ｂ型の保育士（前項ただし 

書の規定による支援を行う保育士を 

 除く。）による支援を受けることが 

 できる体制を確保しなければならな 

 い。 

 

（利用定員） 

第３５条 小規模保育事業所Ｃ型は、 

法第６条の３第１０項第１号の規定 

にかかわらず、その利用定員を６人 

以上１０人以下とする。 

 

（職員） 

第４４条 （略） 

２～３ （略） 

４ 第２項に規定する保育士の数の算 

定に当たっては、当該保育所型事業 

所内保育事業所に勤務する特定理学 

 療法士等を、１人に限り、保育士と 

 みなすことができる。ただし、当該 

特定理学療法士等が保育を行うに当 

 たっては、当該保育所型事業所内保 

 育事業所の保育士（愛知県が認定地 

 方公共団体である場合には、保育士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（利用定員） 

第３５条 小規模保育事業所Ｃ型は、 

法第６条の３第１０項の規定にかか 

わらず、その利用定員を６人以上 

１０人以下とする。 

 

（職員） 

第４４条 （略） 

２～３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 12 - 

 

新 旧 

 又は愛知県の区域に係る地域限定保 

 育士をいう。次項において同じ。） 

 による支援を受けることができる体 

 制を確保しなければならない。 

５ 前２項の規定により看護師等及び 

 特定理学療法士等のいずれもが保育 

 を行う場合には、当該看護師等が保 

育を行うに当たって、当該保育所型 

事業所内保育事業所の保育士（前項 

 ただし書の規定による支援を行う保 

 育士を除く。）による支援を受ける 

ことができる体制を確保しなければ 

 ならない。 

 

（小規模型事業所内保育事業の職 

員） 

第４７条 （略） 

２～３ （略） 

４ 第２項に規定する保育士の数の算 

 定に当たっては、当該小規模型事業 

 所内保育事業所に勤務する特定理学 

 療法士等を、１人に限り、保育士と 

 みなすことができる。ただし、当該 

特定理学療法士等が保育を行うに当 

 たっては、当該小規模型事業所内保 

 育事業所の保育士（愛知県が認定地 

 方公共団体である場合には、保育士 

又は愛知県の区域に係る地域限定保 

 育士をいう。次項において同じ。） 

 による支援を受けることができる体 

 制を確保しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小規模型事業所内保育事業の職 

員） 

第４７条 （略） 

２～３ （略） 
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５ 前２項の規定により看護師等及び 

 特定理学療法士等のいずれもが保育 

 を行う場合には、当該看護師等が保 

 育を行うに当たって、当該小規模型 

事業所内保育事業所の保育士（前項 

 ただし書の規定による支援を行う保 

育士を除く。）による支援を受ける 

 ことができる体制を確保しなければ 

ならない。 

 

（小規模型事業所内保育事業に関す 

 る準用） 

第４８条 第２４条から第２６条まで 

 及び第２８条の規定は、小規模型事 

 業所内保育事業について準用する。 

 この場合において、第２４条中「家 

 庭的保育事業を行う者（次条及び第 

 ２６条において「家庭的保育事業 

 者」という。）」とあるのは「小規 

 模型事業所内保育事業を行う者（第 

 ４８条において準用する次条及び第 

２６条において「小規模型事業所内 

 保育事業者」という。）」と、第２ 

 ５条及び第２６条中「家庭的保育事 

業者」とあるのは「小規模型事業所 

業者」とあるのは「小規模型事業所 

内保育事業者」と、第２８条中「小 

 規模保育事業所Ａ型」とあるのは 

 「小規模型事業所内保育事業所」 

 と、同条第１号中「調理設備」とあ 

 るのは「調理設備（当該小規模型事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（小規模型事業所内保育事業に関す 

 る準用） 

第４８条 第２４条から第２６条まで 

 及び第２８条の規定は、小規模型事 

 業所内保育事業について準用する。 

 この場合において、第２４条中「家 

 庭的保育事業を行う者（次条及び第 

 ２６条において「家庭的保育事業 

 者」という。）」とあるのは「小規 

 模型事業所内保育事業を行う者（第 

 ４８条において準用する次条及び第 

２６条において「小規模型事業所内 

 保育事業者」という。）」と、第２ 

 ５条及び第２６条中「家庭的保育事 

業者」とあるのは「小規模型事業所 

業者」とあるのは「小規模型事業所 

 内保育事業者」と、第２８条中「小 

 規模保育事業所Ａ型」とあるのは 

 「小規模型事業所内保育事業所」 

 と、同条第１号中「調理設備」とあ 

 るのは「調理設備（当該小規模型事 
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 業所内保育事業所を設置及び管理す 

 る事業主が事業場に附属して設置す 

る炊事場を含む。第４号において同 

じ。）」とする。 

 

 

 

附 則 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（満３歳 

 以上限定小規模保育事業者及び特例 

 保育所型事業所内保育事業者を除 

 く。）は、連携施設の確保が著しく 

困難であって、子ども・子育て支援 

 法第５９条第４号に規定する事業に 

 よる支援その他の必要な適切な支援 

 を行うことができると町が認める場 

 合は、第６条第１項の規定にかかわ 

らず、この条例の施行の日から起算 

 して１５年を経過する日までの間、 

 連携施設の確保をしないことができ 

 る。 

 

 業所内保育事業所を設置及び管理す 

 る事業主が事業場に附属して設置す 

る炊事場を含む。第４号において同 

じ。）」と、同条第４号中「次号」

とあるのは「第４８条において準用

する第２８条第５号」とする。 

 

附 則 

 （連携施設に関する経過措置） 

第３条 家庭的保育事業者等（特例

保育所型事業所内保育事業者を除

く。）は、連携施設の確保が著しく

困難であって、子ども・子育て支援 

法第５９条第４号に規定する事業に 

 よる支援その他の必要な適切な支援 

 を行うことができると町が認める場 

 合は、第６条第１項の規定にかかわ 

らず、この条例の施行の日から起算 

 して１５年を経過する日までの間、 

 連携施設の確保をしないことができ 

 る。 
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扶桑町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例の一部改正新旧対照表（附則第２条関係） 

新 旧 

２ 保育士及び保育従事者の配置の状 ２ 保育士及び保育従事者の配置の状 

況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼ

すおそれがあるときは、令和１０年

３月３１日までの間、この条例によ

る改正後の扶桑町家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（次項において「家庭的保育

事業等基準条例」という。）第２９

条第２項、第３１条第２項、第４４

条第２項及び第４７条第２項の規定

（満３歳以上満４歳に満たない児童

に対し保育を提供する保育士及び保

育従事者の数に関する部分に限

る。）は、適用しない。この場合に

おいて、この条例による改正前の扶

桑町家庭的保育事業等の設備及び運

営に関する基準を定める条例第２９

条第２項、第３１条第２項、第４４

条第２項及び第４７条第２項の規定

（満３歳以上満４歳に満たない児童

に対し保育を提供する保育士及び保

育従事者の数に関する部分に限

る。）は、令和６年４月１日以後に

おいても、なおその効力を有する。 

３ 保育士及び保育従事者の配置の状

況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼ

すおそれがあるときは、当分の間、

家庭的保育事業等基準条例第２９条

況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼ

すおそれがあるときは、当分の間、

この条例による改正後の扶桑町家庭

的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例第２９条第２

項、第３１条第２項、第４４条第２

項及び第４７条第２項の規定は、適

用しない。この場合において、この

条例による改正前の扶桑町家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基

準を定める条例第２９条第２項、第

３１条第２項、第４４条第２項及び

第４７条第２項の規定は、令和６年

４月１日以後においても、なおその

効力を有する。 
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第２項、第３１条第２項、第４４条

第２項及び第４７条第２項の規定

（満４歳以上の児童に対し保育を提

供する保育士及び保育従事者の数に

関する部分に限る。）は、適用しな

い。この場合において、この条例に

よる改正前の扶桑町家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準を定

める条例第２９条第２項、第３１条

第２項、第４４条第２項及び第４７

条第２項の規定（満４歳以上の児童

に対し保育を提供する保育士及び保

育従事者の数に関する部分に限

る。）は、この条例の施行の日以後

においても、なおその効力を有す

る。 

 

 

 


